
社会体育や、長期休業中に学校に来る児童の自転車置き場について 
 〇バスケットボール部、バレーボール部など、体育館使用の児童…体育館の東側 

 〇運動場使用の児童や、長期休業中に来る児童…藤棚の前 

  ※ 運動場には自転車に乗って入らない。 
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→体育館を使用する児童 

（バスケ・バレー部など） 

 

藤棚の前 

→体育館を使用する児童 

（野球・サッカー部など） 

→休みの日に学校に来る児童 
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